
太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

第５ 構造類型  7-113 

 

（参考）開放型廊下の判定方法（構造類型告示第４第２号⑷イ(イ)によるもの） 

 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

7-114  第５章 特定共同住宅等 

 

１ 見付面積を求める。 

（2.8－0.3）╳（6.0×8＋2.8）＝127.0 ㎡ 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

第５ 構造類型  7-115 

 

 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

7-116  第５章 特定共同住宅等 

 

（参考）開放型廊下の判定方法（構造類型告示第４第２号⑷イ(ロ)によるもの） 

 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

第５ 構造類型  7-117 

 

開口部Ｂ 

発熱速度が最も大きくなる開口部（最大の開口部）である 

開口部Ｂの発熱速度（Ｑ）を求める。 

Ｈ     ）  

 

ｍ  

  

２－① 廊下に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きくなる開口部の発熱速度（Ｑ）を

求める。 

１－① 出火住戸等を想定する。（住戸Ｆ） 

 

開口部Ａ 

（平面図） 

住戸Ａ 

住戸Ｂ 

住戸Ｃ 

住戸Ｄ 

住戸Ｅ 

住戸Ｇ 住戸Ｈ 住戸Ｉ 

廊下 

ＥＶ 

火災住戸等 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

7-118  第５章 特定共同住宅等 

 

○Ｖ＝ 
0.43 

３－① 廊下に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きくなる開口部から噴出する熱

気流量を求める。 

 ○ｍＰ＝0.52Ａ Ｈ ＝0.52╳（2.0╳0.9） 2.0 ＝1.32（ ㎏ /s） 

４－① 廊下に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きくなる開口部から廊下に噴出

した熱気流の気体密度を求める。 

  
 

Q 1018.23 
    293＋     293＋ 
     ｍＰ＋00.1ＡＣ        1.32＋00.1╳62 

５－① 廊下における熱気流の発生量を求める。 

       31.2Ａ  Ｈ       31.2╳（2.0╳0.9 ）   2.0  

  ＰＣ 

（平面図） 

住戸Ａ 

住戸Ｂ 

住戸Ｃ 

住戸Ｄ 

住戸Ｅ 

住戸Ｇ 住戸Ｈ 住戸Ｉ 

廊下 

ＥＶ 

火災住戸等 

 

 

 

 

 Ｃ 

Ａ Ｃ  

＝184.70（ ㎥ /min） ＝ 

○ＰC ＝ 
353 353 

＝  ＝0.43（㎏ / ㎥） 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

第５ 構造類型  7-119 

 

＝243.56（㎥ /min） 

６－① 廊下における排煙量を求める。 

   53.7×11.9（2.5－1.8） 

                    2.5－1.8   ２ 

   1.8－1.2 

７－① ５－1で求めた廊下における熱気流の発生量(Ｖ)が６－1で求めた廊下における排煙量 

（Ｅ）以下であることを確かめる。 

○Ｖ（184.70（㎥/min））≦Ｅ（243.56（㎥/min） ） 

（平面図） 

住戸Ａ 

住戸Ｂ 

住戸Ｃ 

住戸Ｄ 

住戸Ｅ 

住戸Ｇ 住戸Ｈ 住戸Ｉ 

廊下 

ＥＶ 

火災住戸等 

 

：Ｌ 

 

１＋ 
－ＨＬ 

ＨＵ  

53.7Ｌ(ＨU  

２ 

 

2
3  2

3  

2
3  

１＋ 

＝ｍａｘ 19Ｌ（ＨU－1.8） 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

7-120  第５章 特定共同住宅等 

 

１－② 出火住戸等を想定する。（住戸Ｉ） 

 

（平面図） 

住戸Ａ 

住戸Ｂ 

住戸Ｃ 

住戸Ｄ 

住戸Ｅ 

住戸Ｆ 
住戸Ｇ 住戸Ｈ 

廊下 

ＥＶ 

火災住戸等 

開口部Ａ 

発熱速度が最も大きくなる開口部である開口部Ａの発熱速 

度（Ｑ）を求める。 

Ｈ    ）   （   

 

 ｍ 

２－② 廊下に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きくなる開口部の発熱速度（Ｑ）を 

求める。 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

第５ 構造類型  7-121 

 

＝184.70（ ㎥ /min） ＝ 

３－② 廊下に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きくなる開口部から噴出する熱

気流量を求める。 

○ｍＰ＝0.52Ａ Ｈ ＝0.52╳（2.0╳0.9） 2.0 ＝1.32（ ㎏ /s） 

４－② 廊下に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きくなる開口部から廊下に噴出

した熱気流の気体密度を求める。 

 Q 1018.23 
 293＋ 293＋ 
 ｍＰ＋00.1ＡＣ 1.32＋00.1╳58 

５－② 廊下における熱気流の発生量を求める。 

31.2Ａ   Ｈ     31.2╳（2.0╳0.9）  2.0  

  ＰＣ                    0.43 

（平面図） 

住戸Ｆ 

火災住戸等 

住戸Ａ 

住戸Ｂ 

住戸Ｃ 

住戸Ｄ 

住戸Ｅ 

住戸Ｇ 住戸Ｈ 

ＥＶ 

 

 

 

 

 

 Ｃ 

Ａ Ｃ  

 

○Ｐ Ｃ 
353 353 

＝  ＝  ＝0.43（㎏ / ㎥） 

○Ｖ＝ 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

7-122  第５章 特定共同住宅等 

 

＝345.90（㎥ /min） ＝ｍａｘ 19Ｌ（2.5－1.8） 
2.5－1.8  ２ 

１＋ 1.8－1.2 

６－② 廊下における排煙量を求める。 

    

 

７－② ５－1で求めた廊下における熱気流の発生量(Ｖ)が６－1で求めた廊下における排煙量 

（Ｅ）以下であることを確かめる。 

○Ｖ（184.70（㎥/min））≦Ｅ（345.90（㎥/min）） 

53.7×16.9（2.5－1.8）2 
2
3  



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

第５ 構造類型  7-123 

 

（計算プログラムにより実施した場合）住戸Ｆ 

 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

7-124  第５章 特定共同住宅等 

 

（計算プログラムにより実施した場合）住戸Ｉ 

 
070228 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

第５ 構造類型  7-125 

 

 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

7-126  第５章 特定共同住宅等 

 

⑺ 開放型階段 

構造類型告示第４第２号⑸に規定する開放型階段の判断基準は、第５－37 図に示すフローに基

づき行うこと。 

 

ア 開放型階段の判断基準（構造類型告示第４第２号⑸イ関係） 

構造類型告示第４第２号⑸イに規定する「階段室等は、平成 14 年消防庁告示第７号に適合す

る開口部を有すること」とは、階段の各階又は各階の中間の部分ごとに設ける直接外気に開放さ

れた排煙上有効な開口部で、次のア及びイに該当するものとする。（第５－38 図参照） 

(ｱ) 開口部の開口面積は、２㎡以上であること。 

(ｲ) 開口部の上端は、当該階段の部分の天井の高さの位置にあること。 

ただし、階段の部分の最上部における当該階段の天井の高さの位置に 500 ㎠以上の外気に開

放された排煙上有効な換気口がある場合は、この限りでない。 

 

第５－37 図 

 

 
 
 

 
 

開 放 型 階 段 

 

  

 平成 14 年消防庁告示第 
 

 

  

第５－38 図 

最上部 

垂れ壁があって 

はならない。 

開口部（有効開口面積２㎡以上） 

換気口（合計 500 ㎠以上の常時 

外気に開放されたもの） 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

第５ 構造類型  7-127 

 

Ｑ 
293＋ 

イ 階段室等に対する煙の降下状況の判断基準（構造類型告示第４第２号⑸ロ関係） 

構造類型告示第４第２号⑸ロに規定する住戸等から噴出する煙により、階段室等において煙が

床面からの高さ 1.8ｍまで降下しないことの判断基準は、次によること。（第５－39 図参照） 

 

(ｱ) 煙が床面からの高さ 1.8ｍまで降下を確認する方法は、次のａからｆまでの手順によること。 

ａ 階段室等に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きくなる開口部の発熱速度を次の

式により求めること。 

 Ｑ＝400Ａ Ｈ 

Ａ ：住戸等の開口部面積 

Ｑ ：火災住戸等の一の開口部から噴出する熱気流の発熱速度（単位 ｋＷ） 

Ｈ ：火災住戸等の一の開口部の高さ（単位 ｍ） 

※ 火災住戸等の開口部が円等の場合は、当該円等の最高の高さ。 

ｂ 階段室等に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きくなる開口部から噴出する熱気

流量を次式により求めること。 

 ｍＰ＝0.52Ａ Ｈ 

ｍＰ ：階段室等に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きくなる開口部から噴出

する熱気流量（単位 ㎏／Ｓ） 

ｃ 階段室等に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きくなる開口部から階段室等に噴

出した熱気流の気体密度を次式により求めること。 

353  
ＰＣ＝  

  ｍＰ＋00.1ＡＣ 

第５－39 図 

床面 

煙 層 

 

  

  

限界煙層高 

   

 

 

 
 

 

 

 



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

7-128  第５章 特定共同住宅等 

 

Ｖ＝ 

ＰＣ ：階段室等に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きくなる開口部から階段

室等に噴出した熱気流の気体密度（単位 ㎏／㎥） 

ＡＣ ：住戸等で火災が発生した場合に、当該住戸等の開口部から噴出する煙により、すべ

ての階の階段室等において、消火、避難その他の消防活動に支障になる高さ（床面か

らの高さ 1.8ｍをいう。）まで煙が降下しないことを確認する範囲内にある階段室等

の水平投影面積（単位 ㎡）（第５－40 図参照） 

（確認する範囲内にある廊下の水平投影面積の例） 

 

第５-40 図 

ｄ 階段室等における熱気流の発生量を次式により求めること。 

31.2Ａ  Ｈ 

  ＰＣ 

 Ⅴ ：階段室等における熱気流の発生量（単位 ㎥／min） 

ｅ 階段室等における排煙量を次式により求めること。 

Ｅ＝ｍａｘ 19Ｌ（ＨＵ－ＨＬ） ，38Ｌ（ＨＵ－ＨＬ） ＨＵ+ＨＬ－3.6 

    Ｅ ：階段室等における排煙量（単位 ㎥／min） 

    Ｌ ：階段室等の有効開口部の長さ（単位 ｍ ただし、Ｌ≦30） 

 ＨU ：床面からの階段室等の有効開口部の上端の高さ（単位 ｍ） 

 ＨＬ ：床面からの階段室等の有効開口部の下端の高さ（単位 ｍ） 

ｆ ｄで求めた階段室等における熱気流の発生量がｅで求めた階段室等における排煙量以下で

あることを確かめること。 

イ 階段室等の有効開口部の長さについては、火源開口部（階段室に面する住戸等の開口部のう

ち発熱速度が最も大きくなる開口部をいう。）が面する階段室等の直接外気に開放された開口

部であって、当該火源開口部の面する階段室等の上階の踊り場部分に存する開口部の幅をいう

ものであること。 

 

住戸等 住戸等 住戸等 住戸等 住戸等 

火源開口部 

：Ａ Ｃ （検証対象とする階段室等の水平投影面積） 

火災住戸等 

2
3  



太田市消防本部消防用設備等に関する審査・指導基準 

第５ 構造類型  7-129 

 

３ 二方向避難・開放型特定共同住宅等 

二方向避難・開放型特定共同住宅等は、特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室

及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難

階又は地上に通ずる２以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は

開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出するこ

とができる特定共同住宅等であって、１及び２の要件を満たすものであること。 

４ その他の特定共同住宅等 

二方向避難型特定共同住宅等、開放型特定共同住宅等、二方向避難・開放型特定共同住宅等以外の

特定共同住宅等をいうものであること。
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7-130  第５章 特定共同住宅等 

 

    


